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１．概要 

  本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第１４条 安全避難通路

等」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、

補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。 

  整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添

付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。 

 

２．本資料の構成 

  「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。 

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への展

開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの対象

設備を展開する。 

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開（追而） 

別紙２で第 1 回申請対象とした基本設計方針の項目に対して、展

開事項の分類をもとに、添付書類単位で記載すべき事項を展開す

る。 

  別紙４：添付書類の発電炉との比較（追而） 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉と

比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がないか

を確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差があること

が明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象外）。 

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出（追而） 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。 

  別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ（追而） 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。 

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示

す。 

2



再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年９月８日　R２

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 9/8 2

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 9/8 2

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 8/31 0 ※本別紙は追而とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 8/31 0 ※本別紙は追而とする。

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 8/31 0 ※本別紙は追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既工認等との紐づけ 8/31 0 ※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

通路00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（通路）】

別紙
備考
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別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十四条 （安全避難通路等）（1 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には、

次に掲げる設備が設けられて

いなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久

的に表示することにより容易

に識別できる安全避難通路① 

 

 

二 照明用の電源が喪失した

場合においても機能を損なわ

ない避難用の照明② 

 

 

 

 

 

 

三 設計基準事故が発生した

場合に用いる照明 (前号の避

難用の照明を除く。) 及びそ

の専用の電源③，④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 共通項目 

10.2 安全避難通路等 

 

 

再処理施設には，その位置を明確か

つ恒久的に表示することにより容易に

識別できる安全避難通路を設置する設

計とする。①-1 

 

また，照明用の電源が喪失した場合

においても機能を損なわない避難用照

明として，ディーゼル発電機又は灯具

に内蔵した蓄電池により電力を供給で

きる誘導灯及び非常灯を設置し，安全

に避難できる設計とする。②-1，②-2 

 

 

 

設計基準事故が発生した場合に用い

る作業用照明として，中央制御室並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室に運転保安灯，直流非常灯

又は蓄電池内蔵型照明を設置する設計

とする。③-1 

において，昼夜及び場所を問わず，

再処理施設内で事故対策のための作業

が可能となるよう，避難用照明とは別

に作業用照明を設置する設計とする。

③-1 

設計基準事故に対処するために，監

視，操作等が必要となる中央制御室並

びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室には，作業用照明として

運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内

蔵型照明を設置し，運転保安灯は非常

用母線，直流非常灯は非常用蓄電池に

接続し，非常用ディーゼル発電機から

も電力を供給できる設計とするととも

に，蓄電池内蔵型照明は非常用母線に

接続し，内蔵蓄電池を備える設計とす

る。③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(ｆ) 安全避難通路等 

 

 

再処理施設には，その位置を明確か

つ恒久的に表示することにより容易に

識別できる安全避難通路及び①-1 

 

 

照明用の電源が喪失した場合におい

ても機能を損なわない避難用照明を設

ける設計とする。②-1 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故が発生した場合におい

て，昼夜及び場所を問わず，再処理施

設内で事故対策のための作業が可能と

なるよう，避難用照明とは別に作業用

照明を設ける設計とする。設計基準事

故に対処するために，監視，操作等が

必要となる中央制御室並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

には，作業用照明として運転保安灯，

直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設

置し，③-1 運転保安灯は非常用母線，

直流非常灯は非常用蓄電池に接続し，

非常用ディーゼル発電機からも電力を

供給できる設計とするとともに，蓄電

池内蔵型照明は非常用母線に接続し，

内蔵蓄電池を備える設計とする。③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.14 安全避難通路等 

（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には、次に掲げ

る設備を設けなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示

することにより容易に識別できる安

全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合にお

いても機能を損なわない避難用の照

明 

三 設計基準事故が発生した場合に用

いる照明（前号の避難用の照明を除

く。）及びその専用の電源 

 

適合のための設計方針 

第１項第一号について 

再処理施設の建屋内及びその他の人

が立ち入る区域には，安全避難通路を

設ける設計とする。また，安全避難通

路には，必要に応じて，単純，明確及

び永続性のある標識並びに誘導灯及び

非常灯を設け，その位置を明確かつ恒

久的に表示することにより容易に識別

できる設計とする。◇1  

第１項第二号について 

再処理施設には，照明用の電源が喪

失した場合においても機能を損なわな

い避難用の照明として，誘導灯及び非

常灯を設ける設計とし，誘導灯及び非

常灯は，事業所内のディーゼル発電

機，灯具に内蔵した蓄電池②-2 からの

給電により，外部からの電源が喪失し

た場合においてもその機能を損なわな

い設計とする。◇1  

第１項第三号について 

再処理施設には，昼夜及び場所を問

わず，再処理施設内で事故対策のため

の作業が可能となるよう，設計基準事

故が発生した場合に用いる作業用照明

（前号の避難用の照明を除く。）及び

その専用の電源を設ける設計とする。

◇1  

再処理施設としては，設計基準事故

が発生した場合において，再処理施設

の状態を監視及び制御するために必要

な中央制御室並びに使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室には，運

転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵

型照明を設ける設計とし，必要な監

視，操作等が確実に行えるように非常

灯と同等以上の照度を有する設計とす

6.3 安全避難通路等 

 

 

 

発電用原子炉施設には，その位置を明確

かつ恒久的に表示することにより容易に識

別できる安全避難通路及び 

 

 

照明用の電源が喪失した場合においても

機能を損なわない避難用照明として，非常

用ディーゼル発電機，蓄電池又は灯具に内

蔵した蓄電池により電力を供給できる非常

灯（一部「東海，東海第二発電所共用」）

及び誘導灯（一部「東海，東海第二発電所

共用」）を設置し，安全に避難できる設計

とする。 

 

設計基準事故が発生した場合に用いる作

業用照明として，非常用照明，直流非常灯

及び蓄電池内蔵型照明を設置する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用照明は非常用低圧母線，直流非常

灯は蓄電池（非常用）に接続し，非常用デ

ィーゼル発電機からも電力を供給できる設

計とするとともに，蓄電池内蔵型照明は常

用低圧母線又は非常用低圧母線に接続し，

内蔵蓄電池を備える設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-１，②-2（P3 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の避難用照明は,

蓄電池により電力を供給する

設計としていないため。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由      ：許可からの変更点等 

【凡例】 
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別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十四条 （安全避難通路等）（2 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室並びに使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の直流非

常灯，中央制御室の蓄電池内蔵型照明

又は可搬型照明は，全交流動力電源喪

失時から重大事故等に対処するために

必要な電力の供給が重大事故等対処設

備から開始される前までの間，点灯可

能な設計とする。③-3 

現場作業の緊急性との関連におい

て，仮設照明の準備に時間的猶予があ

る場合には，可搬型照明を活用する。

また，可搬型照明を配備することを保

安規定に定めて，管理する。③-4，④-

1 

これらの作業用の照明により，設計

基準事故等運転時の異常な過渡変化，

設計基準事故及び重大事故に至るおそ

れのある事故で操作が必要となる場所

及びそのアクセスルートの照明を確保

でき，昼夜及び場所を問わず，再処理

施設で事故対策のための作業が生じた

場合に作業が可能となる設計とする。

④-2 

なお，これらの設計においては，設

計基準において想定する事故に対して

再処理施設の安全性が損なわれない

（安全機能を有する施設が安全機能を

損なわない。）ために必要な重大事故

等対処施設，設備への措置を含める。

④-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，現場作業の緊急性との関連にお

いて，仮設照明の準備に時間的猶予が

ある場合には，可搬型照明を活用する

設計とする。③-4，④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの設計においては，設計基準

において想定する事故に対して再処理

施設の安全性が損なわれない（安全機

能を有する施設が安全機能を損なわな

い。）ために必要な重大事故等対処施

設，設備等への措置を含める。④-3 

 

 

る。◇1  

中央制御室の運転保安灯は，外部電

源が喪失した場合においてもその機能

を損なわないように 6.9ｋＶ非常用主

母線に接続し，第２非常用ディーゼル

発電機から電力を供給する設計とす

る。◇1  

中央制御室の直流非常灯は，第２非

常用蓄電池に接続し，全交流動力電源

喪失時から重大事故等に対処するため

に必要な電力の供給が重大事故等対処

設備から開始される前までの間，点灯

可能な設計とする。◇1  

中央制御室の蓄電池内蔵型照明は，

全交流動力電源喪失時から重大事故等

に対処するために必要な電力の供給が

重大事故等対処設備から開始される前

までの間，点灯可能な内蔵蓄電池を備

える設計とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の運転保安灯は，外部電源

が喪失した場合においてもその機能を

損なわないように 6.9ｋＶ非常用母線

に接続し，第１非常用ディーゼル発電

機から電力を供給する設計とする。◇1  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の直流非常灯は，第１非常

用蓄電池に接続し，全交流動力電源喪

失時においてもその機能を損なわない

設計とする。◇1  

また，現場作業の緊急性との関連に

おいて，設計基準事故の収束後の火災

の鎮火確認や漏えい液の回収系統のラ

イン形成を行う場合など，仮設照明の

準備に時間的猶予がある場合には，初

動操作に対応する当直（運転員）が滞

在している中央制御室並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

に配備する可搬型照明を活用する設計

とする。◇1  

これらの作業用の照明により，設計

基準事故等で操作が必要となる場所及

びそのアクセスルートの照明を確保で

き，昼夜及び場所を問わず，再処理施

設で事故対策のための作業が生じた場

合に作業が可能となる設計とする。◇1  

 

9.2 電気設備 

9.2.1 設計基準対象の施設 

9.2.1.1 概要 

＜中略＞ 

直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，全

交流動力電源喪失時から重大事故等に対処

するために必要な電力の供給が常設代替交

流電源設備から開始されるまでの間，点灯

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故に対応するための操作が必

要な場所には，作業用照明を設置すること

により作業が可能となる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

③-3（P3 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-2（P4 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設計基準事故等の対応に含

める範囲の明確化（再処理

施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則の解

釈,事業変更許可申請書と

の整合性を考慮）。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

作業用の照明に係る記載

の明確化（事業変更許可

申請書との整合性を考

慮）及び可搬型照明の配

備を保安規定に定めるこ

とを明確化。 

【「等」の解説】 

「設計基準事故等」の指す

内容は設計基準事故及び設

計基準事故以外の異常時を

示す。 

「設計基準事故等」につい

て対象を明確にした。 

【「等」の解説】 

「重大事故等対処施設，設備等」の

「等」は重大事故等対処施設，設備

以外で含まれるものがないため削除

した。 

「設備等」については（加工施設の

位置、構造及び設備の基準に関する

規則の解釈）の表記に基づく用語と

して許可の記載のとおりとした。 
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別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十四条 （安全避難通路等）（3 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
照明設備は通常時に使用する照明の

他に，安全避難通路にその位置を明確

かつ恒久的に表示することにより容易

に識別でき，照明用の電源が喪失した

場合においても機能を損なわない避難

用照明②-2 と設計基準事故が発生した

場合において，昼夜及び場所を問わず

事故対策のための作業が生じた場合に

作業が可能となるよう，避難用の照明

とは別に作業用照明を設ける設計とす

る。◇1  

また，現場作業の緊急性との関連に

おいて，仮設照明の準備に時間的猶予

がある場合には，可搬型照明を活用す

る設計とする。◇1  

 

9.2.1.2 設計方針 

＜中略＞ 

(13) 再処理施設の安全避難通路に

は，その位置を明確かつ恒久的に表示

することにより容易に識別できるよう

に，避難用照明として誘導灯及び非常

灯②-１ 

を設ける設計とする。◇1  

また，誘導灯及び非常灯は，外部電

源が喪失した場合においてもその機能

を損なわないように蓄電池を◇1 内蔵し

た設計とする。②-2 

(14) 再処理施設には，設計基準事故

が発生した場合において用いる作業用

の照明として，中央制御室並びに使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室に運転保安灯，直流非常灯又は蓄

電池内蔵型照明を設ける設計とする。

◇1  

運転保安灯は，外部電源が喪失した

場合においてもその機能を損なわない

ように，非常用ディーゼル発電機から

電力を供給する設計とする。◇1  

直流非常灯は非常用直流電源設備

（非常用蓄電池）に接続し，蓄電池内

蔵型照明は内蔵蓄電池を備えることに

より，◇1 全交流動力電源喪失時から重

大事故等に対処するために必要な電力

の供給が重大事故等対処設備から開始

される前までの間，その機能を損なわ

ない設計とする。③-3 

また，設計基準事故等において，想

定外の警報発報により現場作業が必要

となった場合及びそのアクセスルート

については，制御室に配備している可

 

 

 

 

 

②-2（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-１（P1 へ） 

 

 

 

 

②-2（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-3（P2 へ） 
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別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十四条 （安全避難通路等）（4 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
搬型照明を活用する。④-2 

＜中略＞ 

 

9.2.1.3 主要設備の仕様 

＜中略＞ 

9.2.1.4 主要設備 

＜中略＞ 

9.2.1.4.1 受電開閉設備 

＜中略＞ 

9.2.1.4.2 変圧器 

＜中略＞ 

9.2.1.4.3 所内高圧系統 

＜中略＞ 

9.2.1.4.4 所内低圧系統 

＜中略＞ 

9.2.1.4.5 ディーゼル発電機 

ディーゼル発電機は，外部電源が喪

失した場合に，安全上重要な負荷等 

に給電するための非常用所内電源設備

として，第１非常用ディーゼル発電 

機２台及び第２非常用ディーゼル発電

機２台，また，外部電源が喪失した 

場合に運転予備負荷に給電するための

非常時の電源として，運転予備用デ 

ィーゼル発電機１台及び第２運転予備

用ディーゼル発電機１台で構成する 

設計とする。 

第１非常用ディーゼル発電機は，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用する 

放射線監視設備のモニタリングポスト

へも給電する設計とする。 

第２運転予備用ディーゼル発電機は，

ＭＯＸ燃料加工施設の運転予備 

負荷へも給電する設計とする。第１非

常用ディーゼル発電機及び第２非常 

用ディーゼル発電機の負荷容量曲線を

第 9.2－５図及び第 9.2－６図に示 

す。 

(１) 第１非常用ディーゼル発電機

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用の第１非常用ディーゼル発電機

は，多重性及び独立性を確保する設計

とする。具体的には，独立した２箇所

に，それぞれ必要な容量を有する非常

用ディーゼル発電機を設置する設計と

する。また，外部電源が７日間以上喪

失した場合においても電力を供給でき

るよう，７日間以上連続運転できる燃

料貯蔵設備を設け，非常用ディーゼル

発電機の燃料油系により，運転時に連

④-2（P1 へ） 
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別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十四条 （安全避難通路等）（5 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
続 

して燃料を供給できる設計とする。 

6.9ｋＶ非常用母線が停電すると，

第１非常用ディーゼル発電機が起動

し，6.9ｋＶ非常用母線に接続してい

る負荷は，動力用変圧器及び 460Ｖ非

常用母線に接続しているモータコント

ロールセンタを除いてすべて遮断する

設計とする。その後，第１非常用ディ

ーゼル発電機は，電圧及び周波数が定

格値になると，6.9ｋＶ非常用母線に

自動で接続され，安全上重要な負荷が

自動で順次投入する設計とする。 

また，外部電源に直接接続している

受電変圧器の一次側において３相のう

ちの１相の電路の開放が生じた場合，

安全機能を有する施設への電力の供給

が不安定になったことを検知し，自動

（地絡や過電流による保護継電器の動

作により）若しくは手動操作で故障箇

所の隔離又は非常用母線の接続変更そ

の他の異常の拡大を防止する対策（手

動操作による対策を含む。）を行うこ

とによって，安全機能を有する施設へ

の電力の供給が停止することのないよ

うに，電力供給の安定性を回復できる

設計とする。 

また，第１非常用ディーゼル発電機

で発生する熱の除去は，その他再処理

設備の附属施設の安全冷却水系で行う

設計とする。 

第１非常用ディーゼル発電機のそれ

ぞれに接続する主要な負荷は，以下の

設備に属するものである。 

・補給水設備 

・プール水浄化・冷却設備 

・冷却水設備 

・制御室換気設備 

・放射線監視設備 

・蓄電池充電器 

・非常灯 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放射

線監視設備のモニタリングポストは，

第１非常用ディーゼル発電機を非常用

電源とする設計とすることから，第１

非常用ディーゼル発電機及びその燃料

を供給する燃料貯蔵設備についても，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

(２) 第２非常用ディーゼル発電機 

再処理施設（使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設を除く。）用の第２非
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別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十四条 （安全避難通路等）（6 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
常用ディーゼル発電機は，多重性及び

独立性を確保する設計とする。具体的

には，独立した２箇所に，それぞれ必

要な容量を有する非常用ディーゼル発

電機を設置する設計とする。また，外

部電源が７日間以上喪失した場合にお

いても電力を供給できるよう，７日間

以上連続運転できる燃料貯蔵設備を設

け，非常用ディーゼル発電機の燃料油 

系により，運転時に連続して燃料を供

給できる設計とする。 

6.9ｋＶ非常用主母線が停電する

と，第２非常用ディーゼル発電機が起

動し，6.9ｋＶ非常用母線に接続して

いる負荷は，動力用変圧器及び 460Ｖ

非常用母線に接続しているモータコン

トロールセンタを除いてすべて遮断す

る設計とする。その後，第２非常用デ

ィーゼル発電機は，電圧及び周波数が

定格値になると，6.9ｋＶ非常用主母

線に自動で接続され，安全上重要な負

荷が自動で順次投入する設計とする。 

また，外部電源に直接接続している

受電変圧器の一次側において３相のう

ちの１相の電路の開放が生じた場合，

安全機能を有する施設への電力の供給

が不安定になったことを検知し，自動

（地絡や過電流による保護継電器の動

作により）若しくは手動操作で故障箇

所の隔離又は非常用母線の接続変更そ

の他の異常の拡大を防止する対策（手

動操作による対策を含む。）を行うこ

とによって，安全機能を有する施設へ

の電力の供給が停止することのないよ

うに，電力供給の安定性を回復できる

設計とする。 

また，第２非常用ディーゼル発電機

で発生する熱の除去は，その他再処理

設備の附属施設の安全冷却水系で行う

設計とする。 

第２非常用ディーゼル発電機のそれ

ぞれに接続する主要な負荷は，以下の

設備に属するものである。 

・精製施設のプルトニウム精製設備 

・脱硝施設のウラン・プルトニウム混

合脱硝設備 

・計測制御系統施設の計測制御設備 

・計測制御系統施設の制御室換気設備 

・気体廃棄物の廃棄施設のせん断処

理・溶解廃ガス処理設備 

・気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガ
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十四条 （安全避難通路等）（7 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ス処理設備 

・気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液ガラス固化廃ガス処理設備 

・気体廃棄物の廃棄施設の換気設備 

・固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液ガラス固化設備 

・放射線管理施設の放射線監視設備 

・その他再処理設備の附属施設の圧縮

空気設備 

・その他再処理設備の附属施設の冷却

水設備 

・その他再処理設備の附属施設の蒸気

供給設備 

・蓄電池充電器 

・非常灯 

(３) 運転予備用ディーゼル発電機 

運転予備用ディーゼル発電機は，外

部電源が喪失した場合に，運転予備用

母線に接続する負荷の電源を確保する

設備として１台設置する。 

また，燃料貯蔵設備を設け，運転予

備用ディーゼル発電機の燃料油系によ

り，運転時に連続して燃料を供給でき

る設計とする。 

運転予備用ディーゼル発電機で発生

する熱の除去は，その他再処理設備の

附属施設の一般冷却水系で行う設計と

する。 

(４) 第２運転予備用ディーゼル発電

機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

第２運転予備用ディーゼル発電機

は，外部電源が喪失した場合に，運転

予備用母線に接続する負荷の電源を確

保する設備として１台設置する。 

また，燃料貯蔵設備を設け，第２運

転予備用ディーゼル発電機の燃料油系

により，運転時に連続して燃料を供給

できる設計とする。 

第２運転予備用ディーゼル発電機で

発生する熱の除去は，その他再処理設

備の附属施設の一般冷却水系で行う設

計とする。 

第２運転予備用ディーゼル発電機

は，6.9ｋＶ運転予備用主母線を介

し，ＭＯＸ燃料加工施設にも給電する

設計とする。 

 

9.2.1.4.6 直流電源設備 

＜中略＞ 

9.2.1.4.7 計測制御用交流電源設備 

＜中略＞ 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十四条 （安全避難通路等）（8 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
9.2.1.4.8 再処理施設内機器 

＜中略＞ 

 

9.2.1.4.9 照明及び作業用電源設備 

(１) 照明設備の主要設備 

ａ．誘導灯 

消防法で規定する避難口及び避難通

路には，避難用の照明として，誘導灯

を設ける設計とする。誘導灯は，460

Ｖ運転予備用母線又は 460Ｖ常用母線

（ただし，非常用電源建屋，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設において

は 460Ｖ非常用母線）から変圧器を通

して 105Ｖで受電し，外部電源が喪失

した場合においてもその機能を損なわ

ないように蓄電池を内蔵した設計とす

る。◇2  

ｂ．非常灯 

建築基準法で規定する居室，居室か

ら地上へ至る通路，階段及び踊り場に

は，避難用の照明として，非常灯を設

ける設計とする。非常灯は，460Ｖ運

転予備用母線又は 460Ｖ常用母線（た

だし，非常用電源建屋，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設においては

460Ｖ非常用母線）から変圧器を通し

て 105Ｖで受電し，外部電源が喪失し

た場合においてもその機能を損なわな

いように蓄電池を内蔵した設計とす

る。◇2  

ｃ．運転保安灯 

中央制御室並びに使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室には，運

転保安灯を設ける設計とする。運転保

安灯は，460Ｖ非常用母線から変圧器

を通して 210Ｖで受電し，外部電源が

喪失した場合においてもその機能を損

なわないように非常用ディーゼル発電

機から電力を供給する設計とする。◇2  

ｄ．直流非常灯 

中央制御室並びに使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室には，直

流非常灯を設ける設計とする。直流非

常灯は，非常用直流電源設備（非常用

蓄電池）に接続し，全交流動力電源喪

失時においてもその機能を損なわない

ように自動点灯する設計とする。◇2  

ｅ．蓄電池内蔵型照明 

中央制御室には，蓄電池内蔵型照明

を設ける設計とする。蓄電池内蔵型照

明は，蛍光灯に蓄電池を内蔵した照明
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別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十四条 （安全避難通路等）（9 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
で，460Ｖ非常用母線に接続し，設計

基準事故の短時間の全交流動力電源喪

失時に設計基準事故等に対処するため

に必要な電力の供給が非常用ディーゼ

ル発電機から開始される前までの間，

又は全交流動力電源喪失時から重大事

故等に対処するために必要な電力の供

給が重大事故等対処設備から開始され

る前までの間，内蔵蓄電池の電力で点

灯する設計とする。◇2  
＜中略＞ 

 

9.2.1.4.10 ケーブル及び電線路 

＜中略＞ 

9.2.1.4.11 燃料貯蔵設備 

＜中略＞ 

9.2.1.5 母線切替 

＜中略＞ 

9.2.1.6 試験・検査 

＜中略＞ 
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別紙 1② 

設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 
 

第十四条（安全避難通路等） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

① 安全避難通路に関する設計 技術基準規則からの要求 

1

項・

一号 

- a 

② 避難用照明の設計 技術基準規則からの要求 

1

項・

二号 

- 

b 
③ 

設計基準事故時に使用する照明及び専

用電源の設計 
技術基準規則からの要求 1

項・

三号 

- 

④ 
現場作業の緊急性との関連等における

対応 

事業許可基準規則の解釈の要

求を受けている内容 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

- - - - 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業許可申請書 本文又は添六に重複した記

載があることから記載しない。 
- 

◇2  
主要設備（誘導灯・非常灯・運転保安

灯・直流非常灯・蓄電池内蔵型照明） 

主要設備については、「照明設備に関する説明

書」にて記載する。 
b 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-10 安全避難通路に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-11 照明設備に関する説明書 
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別紙２ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十四条 安全避難通路等）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1
10.2　安全避難通路等
　再処理施設には，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより
容易に識別できる安全避難通路を設置する設計とする。

設置要求 安全避難通路
設計方針（安全避難通
路）

Ⅳ-1-1-10
安全避難通路に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.施設の詳細設計方針
4.安全避難通路を明示した図面

【安全避難通路の設置】
・その位置を明確かつ恒久的に表示することに
より容易に識別できる安全避難通路を設置す
る。

【安全避難通路を明示した図面】
・添付図面にて，安全避難通路を明示した図面
を示す。

― ― ― ― ― 〇 安全避難通路 安全避難通路 ―

Ⅳ-1-1-10
安全避難通路に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.施設の詳細設計方針
4.安全避難通路を明示した図面

【安全避難通路の設置】
・その位置を明確かつ恒久的に表
示することにより容易に識別でき
る安全避難通路を設置する。

【安全避難通路を明示した図面】
・添付図面にて，安全避難通路を
明示した図面を示す。

2

 　また，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避
難用照明として，ディーゼル発電機又は灯具に内蔵した蓄電池により
電力を供給できる誘導灯及び非常灯を設置し，安全に避難できる設計
とする。

設置要求
機能要求①

誘導灯
非常灯

設計方針（照明設備）

Ⅳ-1-1-11
照明設備に関する説明書
1.概要
2.基本方針
　2.1避難用照明
3.施設の詳細設計方針
　3.1避難用照明
4.照明設備の取付箇所を明示した図面

【避難用照明の設置】
・避難用の照明として誘導灯及び非常灯を設け
る。
・誘導灯及び非常灯は，ディーゼル発電機又は
灯具に内蔵した蓄電池から給電可能な設計とす
る。

【照明設備の取付箇所を明示した図面】
・添付図面にて，照明設備の取付箇所を明示し
た図面を示す。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3

　設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明として，中央制御
室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に運転保安
灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設置する設計とする。
 において，昼夜及び場所を問わず，再処理施設内で事故対策のための
 作業が可能となるよう，避難用照明とは別に作業用照明を設ける設計
 とする。

 冒頭宣言
設置要求

 基本方針
運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

 基本方針（照明設備）
設計方針（照明設備）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4

 　設計基準事故に対処するために，監視，操作等が必要となる中央制
 御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，作業
 用照明として運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設置
 し，運転保安灯は非常用母線，直流非常灯は非常用蓄電池に接続し，
非常用ディーゼル発電機からも電力を供給できる設計とするととも
に，蓄電池内蔵型照明は非常用母線に接続し，内蔵蓄電池を備える設
計とする。
　中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
直流非常灯，中央制御室の蓄電池内蔵型照明又は可搬型照明は，全交
流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給
が重大事故等対処設備から開始される前までの間，点灯可能な設計と
する。

 設置要求
機能要求①

運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

設計方針（照明設備） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5
　現場作業の緊急性との関連において，仮設照明の準備に時間的猶予
がある場合には，可搬型照明を活用する設計とする。また，可搬型照
明を配備することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（照明設備） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

6

　これらの作業用の照明により，設計基準事故等 運転時の異常な過渡
 変化，設計基準事故及び重大事故に至るおそれのある事故で操作が必
要となる場所及びそのアクセスルートの照明を確保でき，昼夜及び場
所を問わず，再処理施設で事故対策のための作業が生じた場合に作業
が可能となる設計とする。
　なお，これらの設計においては，設計基準において想定する事故に
対して再処理施設の安全性が損なわれない（安全機能を有する施設が
安全機能を損なわない。）ために必要な重大事故等対処施設 ，設備等
への措置を含める。

機能要求①
運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

設計方針（照明設備） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅳ-1-1-11
照明設備に関する説明書
1.概要
2.基本方針
　2.2設計基準事故が発生した場合に用いる作
業用照明
3.施設の詳細設計方針
　3.2設計基準事故が発生した場合に用いる作
業用照明
4.照明設備の取付箇所を明示した図面

【作業用照明の設置】
・設計基準事故が発生した場合に用いる作業用
照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその
専用の電源を設ける設計とする。

【照明設備の取付箇所を明示した図面】
・添付図面にて，照明設備の取付箇所を明示し
た図面を示す。

添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十四条 安全避難通路等）

別紙２

1
10.2　安全避難通路等
　再処理施設には，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより
容易に識別できる安全避難通路を設置する設計とする。

設置要求

2

 　また，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避
難用照明として，ディーゼル発電機又は灯具に内蔵した蓄電池により
電力を供給できる誘導灯及び非常灯を設置し，安全に避難できる設計
とする。

設置要求
機能要求①

3

　設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明として，中央制御
室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に運転保安
灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設置する設計とする。
 において，昼夜及び場所を問わず，再処理施設内で事故対策のための
 作業が可能となるよう，避難用照明とは別に作業用照明を設ける設計
 とする。

 冒頭宣言
設置要求

4

 　設計基準事故に対処するために，監視，操作等が必要となる中央制
 御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，作業
 用照明として運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設置
 し，運転保安灯は非常用母線，直流非常灯は非常用蓄電池に接続し，
非常用ディーゼル発電機からも電力を供給できる設計とするととも
に，蓄電池内蔵型照明は非常用母線に接続し，内蔵蓄電池を備える設
計とする。
　中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
直流非常灯，中央制御室の蓄電池内蔵型照明又は可搬型照明は，全交
流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給
が重大事故等対処設備から開始される前までの間，点灯可能な設計と
する。

 設置要求
機能要求①

5
　現場作業の緊急性との関連において，仮設照明の準備に時間的猶予
がある場合には，可搬型照明を活用する設計とする。また，可搬型照
明を配備することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求

6

　これらの作業用の照明により，設計基準事故等 運転時の異常な過渡
 変化，設計基準事故及び重大事故に至るおそれのある事故で操作が必
要となる場所及びそのアクセスルートの照明を確保でき，昼夜及び場
所を問わず，再処理施設で事故対策のための作業が生じた場合に作業
が可能となる設計とする。
　なお，これらの設計においては，設計基準において想定する事故に
対して再処理施設の安全性が損なわれない（安全機能を有する施設が
安全機能を損なわない。）ために必要な重大事故等対処施設 ，設備等
への措置を含める。

機能要求①

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（１項変更②）

申請対象設備
（２項変更③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備

（１項変更③）
申請対象設備

（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

△ ― 安全避難通路 ―

Ⅳ-1-1-10
安全避難通路に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.施設の詳細設計方針
4.安全避難通路を明示した図面

【安全避難通路の設置】
・その位置を明確かつ恒久的に表
示することにより容易に識別でき
る安全避難通路を設置する。

【安全避難通路を明示した図面】
・添付図面にて，安全避難通路を
明示した図面を示す。

△ 安全避難通路 安全避難通路 ― ― ―

Ⅳ-1-1-10
安全避難通路に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.施設の詳細設計方針
4.安全避難通路を明示した図面

【安全避難通路の設置】
・その位置を明確かつ恒久的に表
示することにより容易に識別でき
る安全避難通路を設置する。

【安全避難通路を明示した図面】
・添付図面にて，安全避難通路を
明示した図面を示す。

〇 ―
誘導灯
非常灯

―

Ⅳ-1-1-11
照明設備に関する説明書
1.概要
2.基本方針
　2.1避難用照明
3.施設の詳細設計方針
　3.1避難用照明
4.照明設備の取付箇所を明示した
図面

【避難用照明の設置】
・避難用の照明として誘導灯及び
非常灯を設ける。
・誘導灯及び非常灯は，ディーゼ
ル発電機又は灯具に内蔵した蓄電
池から給電可能な設計とする。

【照明設備の取付箇所を明示した
図面】
・添付図面にて，照明設備の取付
箇所を明示した図面を示す。

△
誘導灯
非常灯

誘導灯
非常灯

― ― ―

Ⅳ-1-1-11
照明設備に関する説明書
1.概要
2.基本方針
　2.1避難用照明
3.施設の詳細設計方針
　3.1避難用照明
4.照明設備の取付箇所を明示した
図面

【避難用照明の設置】
・避難用の照明として誘導灯及び
非常灯を設ける。
・誘導灯及び非常灯は，ディーゼ
ル発電機又は灯具に内蔵した蓄電
池から給電可能な設計とする。

【照明設備の取付箇所を明示した
図面】
・添付図面にて，照明設備の取付
箇所を明示した図面を示す。

― ― ― ― ― ― 〇
 基本方針
運転保安灯
直流非常灯

 基本方針
運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
運転保安灯
直流非常灯

運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― 〇
運転保安灯
直流非常灯

運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

― ― ―

Ⅳ-1-1-11
照明設備に関する説明書
1.概要
2.基本方針
　2.2設計基準事故が発生した場
合に用いる作業用照明
3.施設の詳細設計方針
　3.2設計基準事故が発生した場
合に用いる作業用照明
4.照明設備の取付箇所を明示した
図面

【作業用照明の設置】
・設計基準事故が発生した場合に
用いる作業用照明（前号の避難用
の照明を除く。）及びその専用の
電源を設ける設計とする。

【照明設備の取付箇所を明示した
図面】
・添付図面にて，照明設備の取付
箇所を明示した図面を示す。

第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第３Ｇｒ

凡例
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基本設計方針の添付書類への展開 
（追而） 
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別紙５ 
 

 

 

補足説明すべき項目の抽出 
（追而） 
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別紙６ 
 

 

 

変更前記載事項の 
既工認等との紐づけ 

 

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。 
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